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書
に
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『
文
物
』
一
九
七
三
年
第
十
期
所
載
文
書
よ
り
ー
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垂
挨
三
年
楊
大
智
租
佃
契
に
つ
い
て

撃
銭
契
数
種
に
つ
い
て
1
不
動
産
差
押
文
言
を
中
心
に
ー

垂
撲
三
年
楊
大
智
租
佃
契
に
つ
い
て

幽
　
か
っ
て
大
谷
探
険
隊
将
来
文
書
の
中
か
ら
お
び
た
だ
し
い
数
の
均
田
制
施
行
関
係
文
書
が
発
見
さ
れ
、
そ
れ
の
分
析
の
結
果
、
唐
代

西
州
で
は
開
元
末
年
に
お
い
て
も
な
お
土
地
の
還
受
を
と
も
な
っ
た
均
田
制
が
確
実
に
施
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
の
さ
い

相
当
数
の
佃
人
文
書
が
併
せ
紹
介
さ
れ
、
こ
の
こ
と
か
ら
西
州
地
域
で
の
均
田
制
が
租
佃
制
の
広
汎
な
普
及
を
と
も
な
っ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
、
し
か
も
こ
れ
ら
の
租
佃
制
は
均
田
制
下
で
の
特
殊
事
情
に
因
る
も
の
で
は
な
く
、
高
昌
国
時
代
以
来
の
伝
統
を
ひ
く
も
の
で
あ
る

こ
と
が
近
来
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
、
西
州
治
下
（
お
よ
び
高
昌
国
時
代
）
の
租
佃
契
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
幾
多
の
学
者
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二

に
よ
っ
て
紹
介
・
検
討
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
さ
い
の
一
つ
の
大
ぎ
な
論
点
は
、
租
佃
契
約
当
事
者
間
の
法
的
・
経
済
的
地
位
の
強
弱
を
ど

の
よ
う
に
評
価
す
る
か
（
両
者
対
等
か
、
貸
主
優
位
か
、
そ
れ
と
も
借
主
優
位
か
。
そ
し
て
そ
の
根
拠
付
を
ど
の
よ
う
に
す
る
か
）
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

う
点
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
る
に
、
『
文
物
』
　
一
九
七
三
年
第
十
期
所
載
の
「
吐
魯
番
艮
阿
斯
塔
那
－
恰
拉
和
卓
古
墓
群
笈
掘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

簡
振
」
（
李
征
執
筆
）
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
租
佃
契
は
こ
れ
ま
で
の
租
佃
契
と
少
し
類
型
を
異
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
そ
の
全
文
を
左
に
掲
げ
て
み
よ
う
。

10987654321二二
垂
供
三
（
六
八
七
）
年
楊
大
智
租
佃
契

垂
挨
三
年
九
月
六
日
寧
戎
郷
楊
大
智
？

小
変
擦
餅
於
前
里
正
史
玄
政
邊
租
取
逃

走
衛
士
和
隆
子
新
興
張
寺
潰
口
分
田
　
畝

牟
其
租
償
用
充
隆
子
兄
弟
二
人
庸
侯
直

如
到
種
田
之
時
不
得
田
佃
者
所
取
租
債
褒

　
　
　
　
　
　
ク
　

壼
罰
　
入
楊
有
憶
護
者
仰
史
玄
鷹
當

雨
和
立
契
書
一
指
爲
記

　
　
　
　
　
　
租
佃
人
楊

　
　
　
　
　
　
田
主
史
玄
政
一
二

　
　
　
　
　
　
知
見
人
侯
典
倉
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二

　
〔
和
訳
〕
　
垂
撲
三
年
九
月
六
日
、
寧
戎
郷
の
楊
大
智
は
小
麦
四
鮒
で
も
っ
て
前
の
里
正
、
史
玄
政
の
と
こ
ろ
よ
り
、
逃
走
し
た
衛
士
和

隆
子
の
新
興
張
寺
溝
の
口
分
田
二
畝
半
を
租
佃
（
小
作
）
す
る
。
そ
し
て
そ
の
租
価
（
”
小
麦
四
餅
）
は
隆
子
兄
弟
二
人
の
庸
侯
（
旺

繰
）
の
直
に
充
て
る
。
も
し
農
作
す
る
時
に
な
っ
て
実
際
に
そ
の
土
地
を
小
作
で
き
な
い
場
合
に
は
、
す
で
に
取
得
し
た
と
こ
ろ
の
租
価

の
二
倍
を
楊
に
納
め
る
。
も
し
当
地
が
他
人
に
よ
っ
て
追
奪
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
史
玄
政
が
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

こ
に
双
方
で
契
約
を
立
て
画
指
し
て
証
拠
と
す
る
。

三
　
ま
ず
こ
の
租
佃
契
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
契
約
期
間
の
定
め
の
な
い
こ
と
、
西
州
の
租
佃
契
で
は
通
常
契
約
当
事
者
双
方
を
拘
束
す

る
違
約
罰
約
款
が
付
さ
れ
て
い
る
の
に
比
し
て
、
こ
こ
で
は
田
主
史
玄
政
の
み
を
拘
束
し
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
が
、
何
よ
り
も
従
来

の
租
佃
契
が
純
然
た
る
私
人
相
互
間
の
賃
貸
借
契
約
で
あ
り
、
土
地
の
借
主
が
一
定
額
の
租
価
（
地
代
）
を
貸
主
に
支
払
う
も
の
で
あ
っ

た
の
に
対
し
て
、
こ
の
租
佃
契
で
は
土
地
の
借
主
楊
大
智
は
租
価
麦
四
鯖
を
前
払
い
で
、
し
か
も
田
主
で
あ
る
史
玄
政
に
で
は
な
く
逃
走

衛
士
和
隆
子
兄
弟
二
人
の
「
庸
傑
の
直
」
に
充
て
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
田
主
史
玄
政
は
こ
こ
で
は
土
地
の

賃
貸
借
契
約
に
と
も
な
う
経
済
的
利
益
を
ま
っ
た
く
享
受
し
な
い
立
場
に
あ
り
、
こ
の
租
佃
契
が
従
来
の
租
佃
契
と
類
型
を
異
に
す
る
と

い
っ
た
の
も
こ
の
点
に
あ
る
。
で
は
こ
こ
に
み
ら
れ
る
租
佃
契
の
性
格
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
『
文

物
』
で
の
こ
の
租
佃
契
の
紹
介
者
は
、
こ
の
よ
う
な
契
約
が
う
ま
れ
た
背
景
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
租
佃
契
は
垂
撲
三

（
六
八
七
）
年
に
お
け
る
西
州
地
区
の
租
佃
関
係
と
土
地
の
変
化
の
状
況
を
反
映
し
て
い
る
。
衛
士
和
隆
子
の
逃
亡
に
よ
っ
て
、
そ
の
口

分
田
は
籍
没
さ
れ
、
そ
れ
を
以
前
に
里
正
で
あ
っ
た
史
玄
政
が
不
法
に
占
有
し
（
原
文
「
覇
占
」
）
楊
大
智
に
貸
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
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の
こ
と
は
西
州
地
区
の
府
兵
制
の
崩
壊
の
現
象
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
残
酷
な
封
建
的
搾
取
が
人
民
の
貧
窮
を
つ
く
り
出
す
根

本
原
因
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。
」
（
一
五
頁
）
し
か
し
こ
の
解
釈
に
は
無
理
が
あ
る
。
ま
ず
、
そ
も
そ
も
史
玄
政
が
不
法
に
土
地

を
占
有
し
た
と
す
る
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
契
約
に
役
人
と
思
わ
れ
る
人
物
が
立
会
人
に
な
る
（
知
見
人
侯
典
倉
－
一
種
の
官
名
と
思
わ

れ
る
）
こ
と
は
不
自
然
で
あ
る
し
、
ま
た
不
法
に
占
有
し
た
わ
り
に
は
田
主
闘
貸
主
は
こ
の
契
約
に
見
え
る
か
ぎ
り
実
際
に
は
何
ら
の
経

済
的
利
益
も
享
受
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
す
る
と
間
題
は
結
局
、
楊
大
智
の
租
価
を
和
隆
子
兄
弟
の
「
庸
侯
の
直
」
に
充
当
す
る

と
い
う
契
約
の
文
面
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
が
鍵
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
「
庸
」
と
い
う
語
は
一
般
的
に
は
「
用
」
「
功
」
「
労
」
な
ど

の
意
味
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
次
の
「
侯
」
日
繰
と
関
連
さ
せ
て
唐
代
に
お
け
る
賦
役
制
度
、
す
な
わ
ち

　
　
用
民
之
力
、
歳
二
十
日
、
閏
加
二
日
、
不
役
者
日
爲
絹
三
尺
、
謂
之
庸
、
（
『
新
唐
書
』
巻
五
十
一
食
貨
志
）

の
意
味
に
お
け
る
「
庸
」
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
次
に
「
侯
」
と
い
う
文
字
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
吐
魯
番
出
土
の
唐
代
租
佃
文
書
に
お

い
て
貸
主
目
田
主
の
公
課
負
担
と
し
て
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
顕
慶
四
（
六
五
九
）
年
文
書
に
あ
る
「
田
中
の

　
の
マ
マ

租
繰
伯
役
は
一
に
田
主
に
仰
じ
て
了
せ
し
む
。
渠
破
れ
水
濫
る
れ
ば
一
に
租
田
人
に
仰
じ
て
了
せ
し
む
。
」
と
あ
る
の
な
ど
そ
の
一
例
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
ん
ぷ

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
文
言
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
西
州
で
は
国
家
の
側
か
ら
な
さ
れ
る
公
課
の
「
調
」
は
「
繰
」
で
も
っ
て
徴
さ
れ
た
の
で

あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
庸
侯
の
直
」
と
は
租
佃
人
楊
大
智
の
支
払
う
租
価
を
も
っ
て
国
家
の
公
課
に
充
当
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

し
て
い
る
。
た
だ
し
公
課
に
充
て
る
べ
ぎ
租
価
は
二
畝
半
に
つ
き
小
麦
四
斜
（
一
畝
に
つ
き
一
餅
六
斗
）
と
な
っ
て
お
り
、
小
麦
そ
の
も

の
を
国
家
に
納
め
た
の
か
、
そ
れ
と
も
一
度
そ
の
小
麦
を
庸
繰
に
か
え
て
納
め
た
の
か
、
そ
の
点
は
不
明
で
あ
る
。
だ
が
い
ず
れ
に
せ

よ
、
こ
の
租
佃
契
は
純
然
た
る
私
人
相
互
間
だ
け
で
完
結
す
る
と
こ
ろ
の
賃
貸
借
関
係
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
は
な
く
、
国
家
の
公
課
を
確



保
す
る
こ
と
を
第
一
目
的
と
し
た
き
わ
め
て
政
策
的
配
慮
の
濃
い
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
租
佃
契
は
、
逃
走
し
た
和
隆
子
兄
弟
が

本
来
納
め
る
べ
き
「
庸
侯
の
直
」
を
租
佃
人
楊
大
智
が
租
価
（
地
代
）
で
も
っ
て
代
替
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
成
立
し
た
契
約
で
あ

り
、
い
わ
ば
逃
棄
田
の
処
遇
を
め
ぐ
っ
て
国
家
が
公
課
の
徴
収
を
確
保
す
る
た
め
に
私
人
間
で
租
佃
関
係
を
と
り
結
ば
せ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。

四
　
と
こ
ろ
で
逃
棄
田
の
処
置
に
つ
い
て
は
、
唐
代
全
体
を
通
じ
て
問
題
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
（
ま
た
、
唐
代
に
限
っ
て
問
題
と
な
っ

た
も
の
で
も
な
い
が
）
、
「
玄
宗
期
以
前
に
お
い
て
は
、
官
権
に
よ
る
保
管
を
原
則
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
し
だ
い
に
そ
の
原
則
が
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ず
れ
、
代
宗
期
以
後
に
は
承
佃
者
の
保
有
地
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
（
っ
た
）
」
（
中
川
学
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
周
知
の
よ
う
に
唐

代
前
半
期
に
お
け
る
逃
棄
田
の
処
置
に
関
し
て
は
敦
焼
地
方
か
ら
も
史
料
が
出
土
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
史
料
と
本
稿
で
の
楊
大
智
租
佃

契
と
を
比
較
し
て
み
る
こ
と
も
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
長
安
三
（
七
〇
三
）
年
、
敦
煙
県
か
ら
括
逃
御
史
へ
出
し
た
牒
に
お
い
て

蝿　
　
（
前
略
）
承
前
、
逃
戸
業
田
、
差
戸
出
子
螢
種
、
所
牧
苗
子
、
將
充
租
賦
、
假
有
鯨
縢
、
便
入
助
人
、
今
奉
明
勅
、
逃
人
括
還
、
無
問

　
　
　
　
　
　
　
　
（
復
）

　
　
戸
第
高
下
、
給
複
二
年
、
又
今
年
逃
戸
、
所
有
田
業
、
官
貸
種
子
、
付
戸
助
螢
、
逃
人
若
蹄
、
苗
稼
見
在
、
課
役
倶
菟
、
復
得
田
苗

　
　
（
後
略
）
（
則
天
文
字
は
普
通
字
体
に
な
お
す
）

と
あ
り
、
官
が
種
子
を
貸
与
し
て
他
人
に
逃
戸
の
土
地
を
小
作
さ
せ
、
そ
の
収
穫
物
の
う
ち
か
ら
「
租
賦
」
の
分
を
納
め
さ
せ
て
残
り
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

も
の
は
す
べ
て
「
助
人
」
目
代
耕
人
の
所
有
物
に
帰
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
同
地
出
土
開
元
戸
部
格
に
お
い
て
は
、

　
　
勅
、
逃
人
田
宅
、
不
得
輯
容
費
買
、
其
地
任
依
郷
原
憤
、
租
充
課
役
、
有
縢
官
牧
、
若
逃
人
三
年
内
蹄
者
、
還
其
縢
物
、
其
無
田

　
　
　
吐
魯
番
発
見
唐
代
賃
貸
借
・
消
費
貸
借
文
書
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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六

　
　
宅
、
逃
脛
三
年
以
上
不
還
者
、
不
得
更
令
隣
保
代
出
租
課
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
唐
元
年
七
月
十
九
日

と
あ
り
、
唐
隆
元
（
七
一
〇
）
年
の
勅
に
お
い
て
は
、
逃
人
の
田
地
は
民
間
で
行
わ
れ
て
い
る
租
価
額
で
も
っ
て
他
人
に
出
租
さ
せ
、
そ

の
租
価
の
う
ち
か
ら
公
課
に
充
当
し
、
な
お
余
り
が
あ
れ
ば
逃
人
の
帰
還
に
備
え
て
官
が
保
管
し
て
お
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
二

つ
の
事
例
の
あ
い
だ
に
は
、
出
租
地
か
ら
の
公
課
の
徴
収
の
方
法
に
差
異
が
あ
る
（
公
課
部
分
だ
け
を
と
る
か
、
そ
れ
と
も
公
課
を
そ
の

う
ち
に
含
む
郷
原
の
租
価
を
徴
収
す
る
か
）
と
い
う
点
は
認
め
ら
れ
る
に
せ
よ
、
逃
棄
者
の
帰
還
を
期
待
す
べ
く
彼
の
「
田
主
」
権
は
そ

の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
、
し
た
が
っ
て
ま
た
公
課
の
負
担
名
義
人
も
一
応
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
国
家
が
そ
の
土
地
を
保
管
し
、
他
人

に
小
作
さ
せ
る
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
楊
大
智
租
佃
契
の
ば
あ
い
も
、
期
間
の
定
め
が
な
い
と
こ
ろ
か
ら
し
て

逃
棄
者
の
帰
還
を
期
待
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
租
価
を
も
っ
て
公
課
の
徴
収
に
充
て
、
残
り
の
収
穫
物
は
租
佃
人

の
所
有
に
帰
す
る
点
で
前
例
擁
唐
隆
元
年
勅
と
共
通
し
て
い
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
の
租
価
額
、
一
畝
あ
た
り
小
麦
一
石
六
斗
は
当
地
の
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

の
民
間
の
租
価
額
と
比
べ
て
か
な
り
高
額
で
あ
り
、
上
記
唐
隆
元
年
勅
に
あ
る
よ
う
な
「
郷
原
の
価
」
に
依
拠
し
て
租
価
が
決
め
ら
れ
た

か
は
疑
間
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
租
佃
契
が
前
二
者
と
異
な
る
の
は
、
契
約
締
結
者
の
署
名
の
と
こ
ろ
に
見
え
る
よ
う
に
こ
の
土
地
の

「
田
主
」
が
史
玄
政
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
字
義
通
り
解
せ
ば
「
田
主
」
は
租
庸
調
な
ど
の
公
課
の
負
担
者
で
あ
り
、
ま
た
一
定

の
範
囲
内
で
口
分
田
を
処
分
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
と
す
る
と
、
逃
走
し
た
和
隆
子
の
口
分
田
は
一
度
国
家
に
籍
没
さ
れ
、
あ
ら
た
め
て

史
玄
政
に
給
授
し
、
そ
れ
を
史
玄
政
が
楊
大
智
に
貸
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
の
ば
あ
い
は
国
家
の
公
課
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
o
マ
マ
　
　
　
　
　
o
o
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

「
田
主
」
史
玄
政
が
負
担
す
る
の
が
普
通
で
あ
り
（
例
え
ば
「
田
中
租
繰
伯
役
、
一
仰
田
主
了
。
渠
破
水
濫
、
　
一
仰
租
佃
人
了
。
」
）
、
何



故
わ
ざ
わ
ざ
楊
大
智
の
支
払
う
租
価
を
和
隆
子
兄
弟
の
「
庸
傑
の
直
」
に
充
て
る
と
い
う
文
言
を
挿
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か

わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
で
、
「
田
主
」
あ
る
い
は
「
主
」
と
い
う
用
語
が
必
ら
ず
し
も
常
に
土
地
の
原
権
者
を
意
味
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

と
は
限
ら
な
い
ば
あ
い
が
あ
る
。
堀
敏
一
氏
も
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
唐
雑
律
「
諸
於
他
人
地
内
得
宿
藏
物
」
条
の
疏
議
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
答
日
、
藏
在
地
中
、
非
可
預
見
、
其
借
得
官
田
宅
者
、
以
見
住
見
佃
人
爲
主
、
若
作
人
及
耕
黎
人
得
者
、
合
與
佃
住
之
主
中
分
、

と
あ
る
ご
と
く
、
官
田
の
ば
あ
い
は
見
住
見
佃
人
を
「
主
」
“
田
主
・
地
主
と
称
す
る
の
で
あ
り
、
も
し
こ
れ
を
本
件
に
あ
て
は
め
て
み

る
と
す
る
な
ら
、
逃
走
者
和
隆
子
の
田
は
い
っ
た
ん
官
に
籍
没
さ
れ
、
そ
の
官
田
と
な
っ
た
も
の
を
史
玄
政
が
「
見
佃
人
」
の
立
場
で
借

得
し
、
さ
ら
に
耕
作
人
楊
大
智
に
転
貸
し
た
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
ば
あ
い
、
籍
没
し
て
官
田
と
な
っ
た
と
は
い
っ
て
も
、
厳

密
な
意
味
で
の
官
田
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
（
「
官
田
」
小
作
の
ば
あ
い
は
地
税
を
徴
収
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
の
よ
う
に
「
庸

侯
の
直
」
を
徴
収
す
る
田
地
と
は
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
）
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
土
地
の
原
権
者
で
あ
る
和
隆
子
が
帰
還
す
る
ま
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

他
人
に
よ
る
侵
奪
を
防
ぐ
た
め
に
国
家
が
一
時
的
に
保
管
し
て
お
く
と
い
う
措
置
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
間
和
隆
子
兄
弟

の
納
め
る
べ
き
「
庸
侯
の
直
」
を
楊
大
智
の
小
作
に
よ
っ
て
代
替
補
充
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
誤
解
を
避
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

る
た
め
に
は
、
敢
え
て
「
官
田
」
下
の
貸
借
関
係
に
擬
制
す
る
こ
と
な
く
、
直
接
、
原
権
者
（
巨
和
隆
子
）
と
の
対
比
に
お
い
て
「
業
主

は
土
地
の
所
有
者
で
あ
り
、
田
主
は
一
定
の
期
間
そ
の
土
地
を
譲
り
受
け
て
、
こ
れ
を
処
分
し
収
益
す
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
」

（
周
藤
吉
之
「
宋
代
の
佃
戸
・
佃
僕
・
傭
人
制
」
i
『
中
国
土
地
制
度
史
研
究
』
所
収
－
六
三
八
頁
）
と
い
う
「
田
主
」
の
用
語
法
を
こ

こ
に
類
推
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
説
明
が
つ
く
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
最
後
に
、
「
田
主
」
史
玄
政
は
「
佃
作
人
」
の
立
場
で
和

隆
子
の
田
を
「
借
得
」
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
何
ら
の
経
済
的
利
益
も
享
受
し
て
い
な
い
点
が
問
題
に
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

　
　
　
吐
魯
番
発
見
唐
代
賃
貸
借
・
消
費
貸
借
文
書
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七



　
　
　
吐
魯
番
発
見
唐
代
賃
貸
借
・
消
費
貸
借
文
書
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

契
約
の
文
面
だ
け
か
ら
で
は
断
定
的
な
こ
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
一
応
考
え
ら
れ
る
ケ
ー
ス
と
し
て
推
測
を
加
え
れ
ば
、
一
つ
は
、
逃

走
者
和
隆
子
の
田
を
本
来
史
玄
政
が
租
取
し
庸
傑
の
直
を
納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
だ
が
、
何
ら
か
の
事
情
に
よ
っ
て
そ
れ
が
不
可

能
と
な
り
楊
大
智
に
転
貸
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
史
玄
政
は
他
の
農
民
に
比
べ
て
比
較
的
経
済
的
に
恵

ま
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
後
述
の
「
長
安
三
年
曹
保
保
撃
銭
契
」
か
ら
知
ら
れ
、
他
人
の
土
地
を
無
理
し
て
小
作
し
な
く
て
も
生
活
に

は
困
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
考
え
ら
れ
る
第
二
の
ケ
ー
ス
と
し
て
は
、
史
玄
政
が
以
前
里
正
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
10
）

係
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
里
正
の
責
任
と
し
て
は
「
掌
案
比
戸
口
、
牧
手
實
、
造
籍
書
」
と
あ
る
如
く
、
課
役
負
担
者
を
確
実
に

掌
握
し
て
お
く
た
め
に
在
地
に
お
け
る
戸
口
の
移
動
増
減
に
絶
え
ず
気
を
つ
け
て
お
く
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
ま
た
部
内
の
田
疇
の
荒
蕪
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

を
防
い
だ
り
農
桑
の
勧
農
を
行
う
な
ど
の
責
任
を
も
た
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
本
件
の
ば
あ
い
の
よ
う
に
逃
棄
者
の

田
地
に
つ
い
て
も
そ
の
保
管
の
責
任
を
負
わ
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
契
約
の
違
約
罰
約
款
は
「
如
シ
田
種
ス
ル
ノ
時
二
到
リ
テ

田
佃
ス
ル
ヲ
得
ザ
レ
バ
取
ル
所
ノ
租
償
変
萱
罰
　
シ
テ
楊
二
入
ル
」
と
あ
る
如
く
、
そ
れ
が
田
主
史
玄
政
の
み
を
一
方
的
に
拘
束
し
て
い

る
こ
と
は
、
あ
る
い
は
右
の
こ
と
と
関
連
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
ば
あ
い
は
、
逃
走
者
和
隆
子
の
田
を
国
家
が
直
接
保
管
し
て

他
人
に
出
租
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
直
接
的
な
保
管
責
任
を
和
隆
子
が
逃
走
し
た
当
時
里
正
を
し
て
い
た
史
玄
政
に
委
ね
、
史
玄
政
の
責

任
で
第
三
者
に
小
作
さ
せ
公
課
の
確
保
に
あ
た
ら
せ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
史
玄
政
が
里
正
を
や
め
た
後
も
彼
は
ひ
き
つ
づ
き
そ
の
責

任
を
課
さ
れ
、
こ
の
た
び
楊
大
智
に
出
租
し
て
そ
の
租
価
を
「
庸
侯
の
直
」
に
充
て
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は

あ
く
ま
で
推
測
の
域
を
出
ず
、
ま
た
こ
の
租
佃
契
に
つ
い
て
は
そ
の
他
に
も
不
分
明
な
点
が
あ
る
が
i
例
え
ば
公
課
と
し
て
「
庸
傑
」

以
外
に
「
租
」
は
ど
の
よ
う
に
し
た
の
か
ー
、
当
時
に
お
け
る
逃
棄
田
に
関
し
て
こ
の
よ
う
な
具
体
的
な
租
佃
契
約
文
書
が
発
見
さ
れ



た
こ
と
は
貴
重
な
こ
と
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
　
塁
銭
契
数
種
に
つ
い
て
1
不
動
産
差
押
文
言
を
中
心
に
ー

【
　
同
書
に
は
ま
た
多
数
の
消
費
貸
借
文
書
が
発
見
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
も
西
域
発
見
の
消
費
貸
借
文
書
に
つ
い
て
は
仁
井
田

陞
氏
の
『
唐
宋
法
律
文
書
の
研
究
』
な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
全
容
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
、
ま
た
こ
の
た
び
発
見
さ
れ
た
文
書
に
つ
い
て

も
紹
介
者
の
簡
単
な
コ
メ
ン
ト
が
付
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
本
稿
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
全
部
を
逐
一
紹
介
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
た

だ
筆
者
に
と
っ
て
興
味
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
消
費
貸
借
文
書
の
中
に
債
権
担
保
の
た
め
の
不
動
産
抵
当
の
文
言
（
私
的
差

押
文
言
）
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
般
に
旧
中
国
社
会
全
般
を
通
じ
て
農
民
は
国
家
の
課
役
の
謙
求
や
天
災
の
も
と
で
絶
え
ず

不
安
定
な
生
活
を
強
い
ら
れ
、
そ
の
こ
と
が
必
然
的
に
地
主
に
対
す
る
債
務
隷
属
化
を
招
来
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
自
立
再
生
産
の
途
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

絶
え
ず
阻
ま
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
そ
の
さ
い
地
主
に
よ
る
農
民
支
配
を
法
的
に
媒
介
す
る
機
能
を
果
た
し
た
も
の
の
一
つ
と
し
て
、
不

動
産
質
の
問
題
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
旧
中
国
社
会
を
分
析
す
る
さ
い
に
周
藤
吉
之
氏
や
仁
井
田
陞
氏
に
よ
っ
て

採
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
「
佃
戸
制
」
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
そ
れ
が
革
命
中
国
の
最
も
基
本
的
な
課
題
で
あ
っ
た
土
地
改
革
に
つ
ら
な
る
内
容

を
有
し
て
い
る
が
故
に
依
然
と
し
て
有
効
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
地
主
・
佃
戸
制
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る

国
家
”
公
権
力
の
か
か
わ
り
合
い
方
を
法
的
側
面
か
ら
ア
プ
・
ー
チ
し
て
い
く
さ
い
に
、
債
権
担
保
の
た
め
の
不
動
産
質
の
問
題
を
跡
づ

け
て
み
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
消
費
貸
借
文
書
は
い
ず
れ
も
唐
代
初
期
の
も
の
で
あ
り
、
土
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

制
度
と
し
て
は
均
田
制
が
施
行
さ
れ
て
い
た
も
と
で
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
均
田
制
下
で
は
一
般
に
土
地
の
売
買
の
み
な
ら
ず
少
な
く

　
　
　
吐
魯
番
発
見
唐
代
賃
貸
借
・
消
費
貸
借
文
書
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



　
　
　
吐
魯
番
発
見
唐
代
賃
貸
借
・
消
費
貸
借
文
書
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

ヤ
　
　
ヤ

と
も
開
元
二
十
五
年
令
に
お
い
て
は
質
入
れ
も
禁
じ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
た
び
の
文
書
の
中
に
「
口
分
田
」
「
口
分
の
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

園
」
を
担
保
に
し
て
借
銭
す
る
旨
の
文
言
が
記
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
も
し
債
務
不
履
行
の
ば
い
に
は
現
実
に
当
該
不
動
産
を
債
権

者
の
て
も
と
に
供
す
る
と
い
う
事
態
も
起
り
得
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
不
動
産
差
押
文
言
を
付
し
た
消
費
貸
借
文
書
を
左
に
掲

　
　
　
（
13
）

げ
て
み
よ
う
。
（
な
お
左
の
文
書
中
㈹
⑧
◎
は
張
蔭
才
氏
の
録
文
に
よ
る
。
ま
た
⑨
の
則
天
文
字
は
普
通
字
体
に
な
お
し
て
い
る
。
傍
線
は

筆
者
）

二
　
㈹
麟
徳
二
（
六
六
五
）
年
張
海
歓
・
白
懐
洛
撃
銭
契

1
麟
徳
二
年
十
一
月
廿
四
日
前
庭
府
衛
士
張
海
歓
於
左
憧

2
悪
邊
貸
取
銀
銭
舜
拾
捌
文
限
至
西
州
十
日
内
還
本

3
銭
使
了
如
違
限
不
償
銭
月
別
拾
銭
後
生
利
銭
壼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
・

4
文
入
左
若
延
引
注
詔
不
還
銭
任
左
牽
攣
張
家
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
落
）

5
雑
物
口
分
田
桃
用
充
銭
直
取
若
張
身
東
西
没
洛
者
一

6
仰
妻
児
及
牧
後
保
人
替
償
爾
和
立
契
書
指
爲
信

7
同
日
白
懐
洛
貸
取
銀
銭
壼
拾
璋
文
還
日
別
部
依

8
上
券
同

9
　
銭
主
左

10

　
貸
銭
人
張
海
徴
一
二

麟
徳
二
年
十
一
月
二
十
四
日
、
前
庭
府
の
衛
士
張
海
歓
は
左
憧
悪

の
と
こ
ろ
よ
り
銀
銭
四
十
八
文
を
借
り
る
。
返
済
期
限
は
西
州
に

到
着
し
て
十
日
内
と
し
、
元
本
を
返
す
こ
と
に
す
る
。
も
し
期
限

に
違
い
て
返
済
し
な
け
れ
ば
毎
月
十
銭
（
文
）
遅
れ
る
ご
と
に
一

文
の
利
息
を
左
に
支
払
う
。
も
し
引
き
延
ば
し
「
注
託
」
（
？
）

し
て
返
済
し
な
け
れ
ば
左
が
張
の
家
資
・
雑
物
・
口
分
の
葡
萄
地

を
差
押
え
て
債
務
額
に
充
当
す
る
こ
と
を
許
す
。
も
し
張
自
身
が

逃
亡
し
て
行
方
を
く
ら
ま
し
た
場
合
に
は
妻
子
お
よ
び
「
収
後
」

（
？
）
の
保
証
人
の
責
任
で
代
償
さ
せ
る
。
こ
こ
に
双
方
で
契
約

を
し
画
指
し
て
証
拠
と
す
る
。
同
じ
日
に
白
懐
洛
は
銀
銭
二
十
四



11

　
貸
銭
人
白
懐
洛
［
一
一

12

　
保
人
張
徴
相
　
一
二

13

　
保
人
張
歓
徳
　
一
一
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
一
？
一

14

海
歓
母
替
男
酬
練
若
不
上
依
月
生
利
大
女
李
質
明

15

　
保
人
海
歓
妻
郭
知
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

16

　
保
人
陰
致
徳
一
『
［

文
を
借
り
る
。
返
済
期
日
は
（
張
海
歓
の
）
契
券
と
同
じ
に
す
る
。

（
中
略
）
（
さ
ら
に
海
歓
が
債
務
不
履
行
の
場
合
に
は
）
母
が
息
子

に
代
っ
て
練
を
支
払
う
こ
と
に
す
る
。
も
し
納
め
な
け
れ
ば
毎
月

利
息
が
生
ず
る
。
（
後
略
）

　
　
⑧
　
乾
封
元
（
六
六
六
）
年
鄭
海
石
畢
銭
契

1
乾
封
元
年
四
月
廿
六
日
崇
化
郷
鄭
海
石
於
左
憧

2
憲
邊
撃
取
銀
銭
拾
文
月
別
生
利
銭
壼

3
文
牛
到
左
須
銭
之
日
索
印
須
還
若
鄭
延

4
引
不
還
左
銭
任
左
牽
製
鄭
家
資
雑
物

5
口
分
田
薗
用
充
銭
子
本
直
取
所
攣
之
物

6
壼
不
生
庸
公
私
債
負
停
徴
此
物
不
在
停

7
限
若
鄭
身
東
西
不
在
一
仰
妻
児
及
牧
後
保

8
人
替
償
官
有
政
法
人
從
私
契
爾
和
立
契

　
　
　
吐
魯
番
発
見
唐
代
賃
貸
借
・
消
費
貸
借
文
書
に
つ
い
て

乾
封
元
年
四
月
二
十
六
日
、
崇
化
郷
の
鄭
海
石
は
左
憧
悪
の
と
こ

ろ
よ
り
銀
銭
十
文
を
利
息
毎
月
一
文
半
で
借
り
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
お
か
ね

左
が
金
銭
を
要
り
用
と
す
る
時
に
は
た
だ
ち
に
返
済
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
も
し
鄭
が
引
ぎ
延
ば
し
て
左
に
返
済
し
な
い
場
合
に

は
左
が
鄭
の
家
財
・
雑
物
・
口
分
の
田
薗
を
差
押
え
て
借
金
の
元

本
・
利
息
に
充
当
す
る
こ
と
を
許
す
。
差
押
え
た
物
件
は
一
切

　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

（
鄭
）
の
使
用
を
認
め
な
い
（
？
）
。
（
恩
赦
に
よ
っ
て
）
公
私
の
債
務

の
効
力
が
停
止
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
こ
の
物
に
そ
の
効
力
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一



　
　
　
吐
魯
番
発
見
唐
代
賃
貸
借
・
消
費
貸
借
文
書
に
つ
い
て

9
書
措
爲
信

14　　13　　12　　11　　10

銭
主
左

撃
銭
鄭
海
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　

保
人
寧
大
郷
張
海
歓

　
　
　
　
　
一
　
一
　
一

保
人
崇
化
郷
張
歓
相

　
　
　
　
　
一
　
一
　
一

知
見
人
張
獣
徳

　
　
　
一
　
一
　
『

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二

及
ば
な
い
。
も
し
鄭
自
身
が
逃
亡
し
て
い
な
く
な
っ
た
場
合
に
は

妻
児
お
よ
び
「
収
後
」
（
？
）
の
保
証
人
の
責
任
で
代
償
さ
せ
る
。

官
に
人
は
私
契
に
従
う
べ
き
旨
の
政
法
あ
り
。
双
方
で
契
約
を
立

て
画
指
し
て
証
拠
と
す
る
。
（
後
略
）

　
　
⑥
　
乾
封
三
（
六
六
八
）
年
張
善
悪
撃
銭
契

1
乾
封
三
年
三
月
三
日
武
城
郷
張
善
悪
於

2
崇
化
郷
左
憧
悪
邊
撃
取
銀
銭
　
拾
文

3
月
別
生
利
銀
銭
　
文
到
月
満
張
部
須

4
迭
利
到
左
須
銭
之
日
張
並
須
本
利
酬
還

5
若
延
引
不
還
聴
左
捜
取
張
家
財
雑
物
李
爲

6
本
銭
直
身
東
西
不
在
一
仰
妻
見
保
人
上
銭
使

7
了
若
延
引
不
與
左
銭
者
將
中
渠
菜
薗
牛
畝

8
與
作
銭
質
責
須
得
好
菜
塵
爾
和
立
契

乾
封
三
年
三
月
三
日
、
武
城
郷
の
張
善
烹
は
崇
化
郷
の
左
憧
烹
の

と
こ
ろ
よ
り
銀
銭
二
十
文
を
毎
月
の
利
息
銀
銭
二
文
で
借
り
る
こ

と
に
す
る
。
月
末
に
な
る
と
張
は
利
息
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
　
　
　
お
か
ね

な
い
。
左
が
金
銭
を
要
り
用
と
す
る
時
に
は
張
は
元
本
・
利
息
を

そ
ろ
え
て
返
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
引
き
延
ば
し
て
返

済
し
な
け
れ
ば
左
が
張
の
家
財
・
雑
物
を
差
押
え
て
債
務
元
本
に

評
価
し
充
当
す
る
こ
と
を
許
す
。
本
人
が
逃
亡
し
て
い
な
け
れ
ば

妻
児
・
保
人
の
責
任
で
債
務
額
を
納
め
さ
せ
る
。
も
し
引
き
延
ば



9
獲
指
爲
信
左
共
折
生
銭
口
別
与
左
菜
五
尺
薗
到
菜
干
日

14　　13　　12　　11　　10

銭
圭
左

　
　
　
　
　
　
　
　
　

學
銭
人
張
善
憲

保
人
女
如
資
［
一

保
人
高
隆
歓
一
一

知
見
人
張
軌
陽
一

　
　
　
　
お
か
ね

し
て
左
に
金
銭
を
与
え
な
い
場
合
に
は
中
渠
の
菜
園
半
畝
を
も
っ

て
（
左
に
）
与
え
、
質
売
し
て
金
銭
に
変
え
る
（
？
）
。
そ
の
さ
い
良

好
な
菜
園
の
箇
所
を
（
左
に
）
得
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
双

方
で
契
約
を
立
て
画
指
し
て
証
拠
と
す
る
。
左
は
（
そ
れ
ら
の
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
か
ね

地
か
ら
生
ず
る
果
実
を
）
い
ず
れ
も
金
銭
に
変
え
る
。
そ
の
さ
い

「
口
別
」
（
？
）
に
左
に
五
尺
の
菜
園
を
与
え
「
到
菜
干
日
」
（
？
）

す
る
。
（
文
意
不
明
）
（
後
略
）

　
　
⑨
　
長
安
三
（
七
〇
三
）
年
曹
保
保
撃
銭
契

1
長
安
三
年
二
月
廿
七
日
順
義
郷
曹
保
≧
要
用

2
於
史
玄
政
邊
畢
取
銅
銭
参
伯
　
拾
文

3
月
計
依
郷
法
生
利
入
史
月
漏
依
数
迭

4
利
如
史
須
銭
之
日
利
本
印
須
具
還
如

5
延
引
不
還
？
無
本
利
銭
可
還
將

6
來
年
辰
歳
石
宕
渠
口
分
常
田
壷
畝
折
充

7
銭
直
如
身
東
西
不
在
一
仰
牧
後
保
人
？

　
　
　
吐
魯
番
発
見
唐
代
賃
貸
借
・
消
費
貸
借
文
書
に
つ
い
て

長
安
三
年
二
月
二
十
七
目
、
順
義
郷
の
曹
保
保
は
費
用
の
必
要
に

迫
ら
れ
て
史
玄
政
の
と
こ
ろ
か
ら
銅
銭
三
百
二
十
文
を
借
り
る
。

毎
月
の
利
息
の
計
算
は
郷
原
の
法
に
よ
り
、
月
の
終
り
に
所
定
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
か
ね

利
息
を
史
玄
政
に
送
付
す
る
。
も
し
史
玄
政
が
金
銭
を
要
り
用
と

す
る
時
に
は
た
だ
ち
に
利
息
・
元
本
と
も
返
済
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
も
し
引
き
延
ば
し
て
返
済
し
な
か
っ
た
り
、
元
本
・
利
息

　
　
　
お
か
ね

を
返
す
金
銭
が
無
い
ば
あ
い
に
は
、
来
年
辰
の
歳
一
年
間
、
石
宕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二



　
　
　
吐
魯
番
発
見
唐
代
賃
貸
借
・
消
費
貸
借
文
書
に
つ
い
て

8
？
？
爾
和
立
契
垂
指
爲
記

ミ　　三　　14　　13　　12　　11　　10　　9

銭
主

撃
銭
人
曹
保
2
一

妻
阿
目
十
金
　
一

保
人
女
師
子
　
一

知
見
人
？
孝
忠

知
見
人
？
？
？

右
契
約
文
書
中
、

、
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

渠
の
口
分
田
二
畝
（
を
銭
主
の
使
用
に
委
ね
、
そ
の
果
実
）
を
も

っ
て
金
銭
に
変
え
て
充
当
す
る
。
も
し
本
人
が
逃
亡
し
て
い
な
く

な
っ
た
場
合
に
は
、
「
収
後
」
（
？
）
の
保
証
人
の
責
任
で
（
債
務

を
弁
済
さ
せ
る
。
）
双
方
で
契
約
を
立
て
画
指
し
て
証
拠
と
す
る
。

（
後
略
）

カ
わ
カ
り

に
右
契
約
文
書
中
に
頻
出
す
る
銭
主
左
憧
悪
な
る
人
物
は
、

ω
　
顕
慶
五

　
七
四
頁
）
。

＠
龍
朔
元
（
六
六
一
）
年
八
月
二
十
三
日
、
安
西
郷
人
龍
恵
奴
に
練
三
十
疋
を
利
息
月
別
四
疋
で
貸
す
。
（
図
版
八
○
頁
ノ
九
、
録
文

　
七
五
頁
）
。

の
　
麟
徳
二
（
六
六
五
）
年
八
月
十
五
日
、
西
域
道
趙
醜
胡
に
吊
練
三
匹
を
貸
し
、
期
限
ま
で
に
返
済
し
な
い
と
き
に
は
月
別
に
郷
原
の

　
法
に
よ
り
利
息
を
と
る
。
（
図
版
七
九
頁
ノ
五
、
録
文
七
五
－
六
頁
）
。

　
　
　
　
㈹
以
外
は
い
ず
れ
も
返
済
期
間
の
定
め
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
だ
け
債
務
者
の
地
位
は
不
安
定
で
あ
る
こ
と

ま
た
鄭
海
石
挙
銭
契
中
に
記
さ
れ
て
い
る
恩
赦
担
保
文
言
は
西
州
出
土
の
も
の
と
し
て
は
め
ず
ら
し
い
事
例
で
あ
る
。
さ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
他
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
　

（
六
六
〇
）
年
三
月
六
目
、
天
山
県
南
区
郷
人
張
利
富
に
銀
銭
十
文
を
利
息
月
別
一
文
で
貸
す
。
（
図
版
八
O
頁
ノ
八
、
録
文



◎
総
章
三
（
六
七
〇
）
年
三
月
十
三
日
、
武
城
郷
の
張
善
悪
に
銀
銭
四
十
文
を
利
息
月
別
銀
銭
四
文
で
貸
す
。
（
図
版
二
三
頁
ノ
三

　
七
）
。

と
あ
る
如
く
、
郷
の
内
外
に
わ
た
っ
て
広
範
囲
に
営
利
活
動
“
「
出
挙
」
を
行
っ
て
お
り
、
ま
た
「
龍
朔
元
年
左
憧
葱
買
奴
契
」
に
「
高

昌
県
崇
化
郷
の
人
で
前
庭
府
の
衛
士
左
憧
悪
は
、
水
練
六
疋
・
銭
五
文
を
も
っ
て
柳
中
県
五
道
郷
蒲
昌
府
の
衛
士
張
慶
住
の
と
こ
ろ
か

ら
、
申
得
と
い
う
字
の
十
五
歳
に
な
る
奴
隷
一
人
を
購
入
す
る
ど
（
図
版
七
七
頁
ノ
ニ
、
録
文
七
六
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
奴
隷
な
ど
も
購

入
し
、
相
当
動
産
的
富
を
有
す
る
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
も
こ
の
人
物
は
前
庭
府
の
衛
士
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
身

分
的
に
は
一
般
農
民
と
何
ら
異
な
ら
ず
、
こ
の
こ
と
は
均
田
制
と
い
う
政
治
的
経
済
的
体
制
が
こ
れ
ら
農
民
相
互
間
の
経
済
的
な
支
配
・

隷
属
関
係
－
右
◎
文
書
に
見
え
る
挙
銭
人
張
善
悪
は
さ
ら
に
そ
の
二
年
後
に
も
左
憧
憲
か
ら
挙
銭
し
て
い
る
ー
の
現
状
に
全
く
手
を

加
え
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
支
配
・
隷
属
関
係
が
一
面
に
お
い
て
農
民
相
互
間
の
生
産
・
再
生
産
を
補
足
し
合
っ
て
い
る
と
い

う
、
そ
の
共
同
態
的
な
機
能
を
利
用
し
つ
つ
施
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
も
の
が
た
っ
て
お
り
、
均
田
制
の
性
格
を
知
る
う
え
で
興
味
深

い
。
し
か
し
何
よ
り
も
均
田
制
度
の
根
幹
を
な
す
も
の
は
土
地
所
有
関
係
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
こ
の
度
の
契
約
文
書

中
、
薗
宅
地
は
さ
て
お
き
（
◎
文
書
）
口
分
田
を
担
保
に
し
て
消
費
貸
借
関
係
が
結
ば
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
15
）

は
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
不
動
産
差
押
文
言
に
よ
れ
ば
、
債
務
者
は
債
権
担
保
の
目
的
物
た
る
不
動
産
の
占
有
を
継

続
し
、
こ
れ
に
対
し
て
債
権
者
は
債
務
不
履
行
に
陥
っ
た
ば
あ
い
に
は
じ
め
て
目
的
物
を
取
得
す
る
わ
け
で
、
抵
当
権
の
設
定
の
よ
う
に

も
見
え
る
が
、
し
か
し
債
務
不
履
行
の
場
合
当
該
不
動
産
の
所
有
権
を
完
全
に
債
権
者
に
移
転
さ
せ
、
そ
れ
を
第
三
者
に
売
却
す
る
な
ど

し
て
「
価
値
」
の
実
現
を
は
か
る
も
の
で
は
な
く
、
「
来
年
辰
ノ
歳
ノ
石
宕
渠
ノ
ロ
分
常
田
　
畝
ヲ
将
ツ
テ
銭
直
二
折
充
ス
」
（
⑨
文
書
）

　
　
　
吐
魯
番
発
見
唐
代
賃
貸
借
・
消
費
貸
借
文
書
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五



　
　
　
吐
魯
番
発
見
唐
代
賃
貸
借
・
消
費
貸
借
文
書
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

と
あ
る
よ
う
に
、
債
務
不
履
行
の
場
合
に
は
来
年
一
年
間
、
当
該
地
の
占
有
・
使
用
を
債
権
者
に
委
ね
、
そ
の
土
地
の
収
益
を
も
っ
て
債

務
（
元
本
・
利
子
）
に
換
算
・
充
当
す
る
こ
と
を
約
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
現
代
で
い
う
と
こ
ろ
の
占
有
質
の
予
約
と
で
も
い
う
べ

き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
占
有
質
の
予
約
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
裏
か
ら
い
え
ば
当
時
西
州
に
お
い
て
実
際
に

不
動
産
質
慣
行
が
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
我
々
に
予
想
さ
せ
る
。
こ
れ
と
は
地
域
、
時
代
と
も
に
異
な
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
16
）

「
後
唐
天
復
七
年
高
加
盈
等
租
与
地
充
欠
価
契
」
（
撤
煙
）
に
「
洪
池
郷
の
百
姓
高
加
盈
・
（
高
）
光
寅
は
僧
願
済
の
麦
二
石
・
粟
一
石
を

か
り
て
返
済
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
宋
渠
の
下
流
の
土
地
五
畝
を
僧
願
済
に
か
し
て
二
年
間
耕
営
さ
せ
、
麦
粟
の
代
価
に
あ

て
て
も
ら
う
こ
と
と
す
る
。
」
（
池
田
温
訳
）
と
あ
る
よ
う
な
収
益
質
の
形
態
は
、
西
州
の
地
に
お
い
て
、
し
か
も
均
田
制
施
行
下
で
も
現

実
に
起
り
得
た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
口
分
田
を
債
権
の
担
保
客
体
と
す
る
こ
と
は
当
時
の
国
家
法
の
次
元
に
お
い
て
容

認
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
均
田
制
下
の
不
動
産
質
の
可
否
に
密
接
に
か
か
わ
っ
て
く
る
。
何
故
な
ら
、
も
し
認
め
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
本
文
書
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
債
務
不
履
行
の
さ
い
に
差
押
え
て
口
分
田
の
占
有
を
債
権
者
に
移
転
さ

せ
る
と
い
う
当
時
の
取
引
慣
行
・
法
意
識
は
国
家
法
と
抵
触
す
る
も
の
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
唐
雑
律
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

債
務
不
履
行
の
さ
い
の
担
保
物
件
の
私
的
差
押
に
つ
い
て

　
　
諸
員
債
不
告
官
司
、
而
強
牽
財
物
過
本
契
者
、
坐
臓
論
、

　
　
　
疏
議
日
、
謂
公
私
債
召
ハ
、
違
契
不
償
、
鷹
牽
製
者
、
皆
告
官
司
聴
断
、
若
不
告
官
司
、
而
強
牽
財
物
若
奴
碑
畜
産
、
過
本
契
者
、

　
　
　
坐
臓
論
、
（
下
略
）

と
あ
る
よ
う
に
、
契
約
に
違
反
し
て
債
務
を
弁
済
し
な
い
場
合
に
は
債
権
者
が
官
司
に
申
告
し
て
財
物
も
し
く
は
奴
碑
・
畜
産
を
差
押
え



る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
差
押
え
の
目
的
物
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
動
産
に
限
ら
れ
て
お
り
、
口
分
田
等
の
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

動
産
は
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
る
い
は
口
分
田
等
の
不
動
産
を
担
保
客
体
と
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
こ
と

の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
解
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
事
実
、
開
元
二
十
五
年
田
令
（
『
通
典
』
所
引
）
に
よ
れ
ば

　
　
諸
田
不
得
貼
賃
及
質
、
違
老
財
没
不
追
、
地
還
本
主
、
若
從
遠
役
外
任
、
無
人
守
業
者
、
聴
貼
賃
及
質
、
其
官
人
永
業
田
及
賜
田
、

　
　
欲
責
及
貼
賃
者
、
皆
不
在
禁
限
、

と
規
定
さ
れ
、
不
動
産
質
そ
の
も
の
が
一
定
の
事
由
以
外
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
口
分
田
を
債
権
の
担
保
客
体
と
す
る
こ
と

は
困
難
と
な
る
。
そ
し
て
小
早
川
欣
吾
氏
は
右
の
開
元
二
十
五
年
令
を
根
拠
に
「
抑
々
、
口
分
田
は
絶
対
に
売
却
を
許
さ
ざ
る
田
地
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

り
、
従
っ
て
法
律
上
担
保
客
体
た
り
得
な
い
。
」
と
断
定
さ
れ
、
ま
た
中
田
薫
氏
も
「
諸
田
地
の
貼
賃
及
び
質
も
亦
、
特
別
の
場
合
を
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

く
の
外
、
原
則
上
禁
止
さ
れ
た
る
こ
と
を
知
り
得
べ
し
」
と
さ
れ
、
し
か
も
こ
の
開
元
二
十
五
年
令
は
永
徽
令
に
も
存
在
し
た
で
あ
ろ
う

と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
も
し
永
徽
令
に
も
同
一
の
条
文
が
存
在
し
た
と
す
れ
ば
、
口
分
田
の
質
入
れ
は
唐
初
か
ら
禁
止
さ
れ
て
い
た
こ
と

に
な
り
、
と
す
る
と
本
稿
で
み
た
よ
う
な
、
口
分
田
を
債
権
の
担
保
に
供
す
る
と
い
う
民
間
で
の
取
引
慣
行
は
、
国
家
法
と
抵
触
す
る
も

の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
開
元
二
十
五
年
令
の
右
の
規
定
と
同
一
の
規
定
が
永
徽
令
に
も
存
し
た
と
い
わ
れ
る
中
田
氏

の
そ
の
理
由
づ
け
に
は
無
理
が
あ
る
。
ま
ず
、
中
田
氏
は
唐
戸
婚
律
「
諸
責
口
分
田
」
条
に
あ
る
。

　
　
諸
費
口
分
田
者
、
一
畝
答
十
、
二
十
畝
加
一
等
、
罪
止
杖
一
百
、
地
還
本
主
、
財
没
不
追
、
部
鷹
合
貫
者
、
不
用
此
律
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
疏
議
日
、
鷹
合
費
者
、
謂
永
業
田
、
家
貧
費
供
葬
、
及
口
分
田
、
責
充
宅
、
及
曝
榿
邸
店
之
類
、
狡
郷
樂
遷
就
寛
者
、
準
令
、
並

　
　
　
許
費
之
、
其
賜
田
欲
費
者
、
亦
不
在
禁
限
、
其
五
品
以
上
、
若
勲
官
永
業
地
、
亦
並
聴
責
、
故
云
、
不
用
此
律
、

　
　
　
吐
魯
番
発
見
唐
代
賃
貸
借
・
消
費
貸
借
文
書
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



　
　
　
吐
魯
番
発
見
唐
代
賃
貸
借
・
消
費
貸
借
文
書
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

と
い
う
規
定
を
引
用
さ
れ
、
こ
の
律
疏
は
永
徽
四
年
に
な
る
も
の
と
し
た
う
え
で
、
右
律
疏
中
に
あ
る
（
永
徽
ー
中
田
）
「
令
」
文
に

「
諸
田
不
得
貼
賃
及
質
」
条
が
記
載
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
現
存
す
る
唐
律
疏
議
は
永
徽
四
年
で
は
な

く
て
開
元
二
十
五
年
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
仁
井
田
氏
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
ま
ず
年
次
比
定
の
点

に
お
い
て
立
論
の
根
拠
を
失
っ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
た
と
え
現
存
の
開
元
二
十
五
年
律
疏
と
同
一
の
文
言
が
永
徽
四
年
の
そ
れ
に
あ

っ
た
と
し
て
も
、
右
規
定
中
に
あ
る
「
令
」
の
存
在
を
も
っ
て
「
貼
賃
」
「
質
」
禁
止
規
定
と
見
倣
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
中
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
o
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

氏
が
依
拠
さ
れ
る
『
通
典
』
所
引
開
元
二
十
五
年
田
令
は
、
元
来
「
諸
田
不
得
貼
賃
及
質
」
と
あ
る
如
く
「
貼
賃
」
お
よ
び
「
質
」
の
禁
止

　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

を
主
眼
と
し
た
条
文
で
あ
っ
て
、
口
分
田
の
売
買
に
関
す
る
条
文
と
は
そ
の
性
質
・
系
統
を
異
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
口
分
田
・

永
業
田
の
売
買
が
認
め
ら
れ
る
ケ
ー
ス
を
規
定
し
た
「
令
」
文
の
存
在
か
ら
永
徽
令
に
お
け
る
「
貼
賃
」
「
質
」
禁
止
の
条
文
を
導
ぎ
出

す
こ
と
は
無
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
付
言
す
れ
ば
、
奇
異
な
こ
と
に
「
貼
賃
」
「
質
」
禁
止
を
規
定
し
た
開
元
二
十
五

年
田
令
に
対
応
す
る
律
文
は
見
当
ら
ず
、
こ
の
こ
と
は
な
に
か
「
貼
賃
」
「
質
」
禁
止
規
定
の
存
在
を
不
整
合
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
唐

突
な
も
の
に
感
じ
さ
せ
る
。
ひ
る
が
え
っ
て
均
田
制
が
実
施
さ
れ
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
企
図
さ
れ
て
い
た
時
期
内
で
の
、
数
少
な
い

不
動
産
質
に
関
す
る
史
料
を
見
て
み
る
と
、
ま
ず
『
通
典
』
所
引
関
東
風
俗
伝
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
帖
賓
者
、
帖
荒
田
七
年
、
熟
田
五
年
、
銭
還
地
還
、
依
令
聴
許
、
（
巻
二
食
貨
二
）

と
あ
る
よ
う
に
、
北
斉
時
代
に
あ
っ
て
は
不
動
産
の
「
帖
費
」
“
買
戻
条
件
付
売
買
は
「
令
」
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
の
時
期
、
買
戻
条
件
付
売
買
と
不
動
産
占
有
質
と
が
ど
れ
だ
け
明
瞭
に
識
別
さ
れ
て
い
た
か
疑
問
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
不
動
産
質

一
般
が
合
法
的
な
も
の
と
し
て
見
徴
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
唐
代
に
は
い
り
何
時
の
時
点
か
で
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た



わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
と
関
連
し
て
『
冊
府
元
亀
』
に
は

　
　
（
開
元
）
二
十
三
年
九
月
、
詔
日
、
天
下
百
姓
口
分
永
業
田
、
頻
有
慮
分
、
不
許
費
買
典
帖
、
如
聞
尚
未
能
断
、
貧
人
失
業
、
豪
富

　
　
兼
併
、
宜
更
申
明
庭
分
、
切
令
禁
止
、
若
有
違
反
、
科
遠
勅
罪
、
（
巻
四
九
五
邦
計
部
田
制
）

と
あ
り
、
百
姓
の
口
分
・
永
業
田
が
売
買
・
典
・
帖
な
ど
の
手
段
に
よ
っ
て
豪
富
に
兼
併
さ
れ
て
い
く
状
況
と
、
そ
れ
に
対
す
る
国
家

の
禁
令
（
の
実
効
性
の
な
さ
）
が
語
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
少
な
く
と
も
開
元
二
十
三
年
の
時
点
に
お
い
て
は
「
典
帖
」
は
既
に
非

合
法
な
も
の
と
し
て
禁
じ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
史
料
の
存
在
か
ら
唐
初
に
お
け
る
不
動
産
質
の
禁
止
を
推
論
す
る
こ

と
は
、
他
に
拠
る
べ
き
史
料
が
存
在
し
な
い
以
上
断
定
し
か
ね
る
。
そ
の
点
、
こ
の
た
び
唐
初
西
州
に
お
い
て
不
動
産
差
押
文
言
つ
き

の
消
費
貸
借
文
書
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
は
、
な
に
が
し
か
の
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
と
よ
り
西
州
と
い
う
西

唾
の
地
の
特
殊
な
条
件
を
考
慮
す
る
こ
と
な
し
に
全
体
を
推
し
測
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
が
、
し
か
し
当
地
と
い
え
ど
も
貞
観
十
四
年
に

唐
帝
国
に
征
服
さ
れ
て
以
来
、
そ
の
班
図
内
に
加
え
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
基
本
的
な
土
地
制
度
で
あ
る
均
田
制
の
施
行
か
ら
免
れ
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
も
文
献
史
料
か
ら
あ
る
程
度
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
た
し
、
当
地
出
土
に
か
か
る
文
書
類
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
22
）

ら
も
手
実
や
授
田
簿
が
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
均
田
制
度
の
根
幹
を
な
す
と
も
い
う
べ
き
土
地
の
還
受

が
開
元
末
年
に
お
い
て
さ
え
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
国
家
法
が
当
地
で
全
く
無
視
さ
れ
、
あ
る
い
は
実
効
性
の
な
い
も
の
で
あ

っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
（
た
と
え
ば
高
昌
国
時
代
に
盛
行
し
た
土
地
売
買
が
、
均
田
制
施
行
以
後
行
わ
れ
た
形
跡
が
少
な
く
と
も
現
存
す

る
文
書
類
か
ら
は
知
ら
れ
得
な
い
こ
と
も
そ
の
反
映
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
）
。
こ
れ
ら
の
事
情
を
勘
案
し
な
が
ら
、
他
方
、
同
じ
地
域
か

ら
唐
初
す
で
に
口
分
田
が
債
権
担
保
に
供
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
こ
の
た
び
判
明
し
た
こ
と
は
、
当
時
農
民
が
取
引
行
為
を
な
す

　
　
　
吐
魯
番
発
見
唐
代
賃
貸
借
・
消
費
貸
借
文
書
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
　
　
　
吐
魯
番
発
見
唐
代
賃
貸
借
・
消
費
貸
借
文
書
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

に
さ
い
し
て
、
彼
ら
の
法
意
識
の
次
元
に
お
い
て
不
動
産
質
が
国
家
法
と
抵
触
し
な
い
と
い
う
前
提
の
も
と
に
消
費
貸
借
契
約
等
を
と
り

結
ん
で
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
加
藤
繁
氏
が
、
開
元
二
十
五
年
田
令
に
お
い
て

不
動
産
（
口
分
田
）
の
貼
賃
お
よ
び
質
の
規
定
と
売
買
規
定
が
全
く
別
個
に
配
列
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
着
目
さ
れ
て
、
こ
れ
は
「
恐
ら

く
売
買
に
関
す
る
規
定
と
質
入
に
関
す
る
規
定
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
た
時
期
に
定
め
ら
れ
た
為
め
」
で
あ
り
、
「
国
初
に
お
い
て
は
、
口

分
田
・
永
業
田
の
質
入
は
絶
対
に
許
さ
れ
、
其
の
後
、
開
元
に
至
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
其
の
売
買
を
許
す
の
外
は
、
之
を
禁
止
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

こ
と
と
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
案
外
真
実
を
つ
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
と
よ
り
国
家
の
課
役

の
謙
求
や
天
災
に
よ
っ
て
困
窮
化
し
た
農
民
が
自
ら
の
生
産
・
再
生
産
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
有
力
者
（
地
主
層
）
と
債
務
関
係
を
と

り
結
ば
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
さ
い
有
力
者
は
何
ら
か
の
債
権
担
保
、
と
り
わ
け
不
動
産
担
保
を
要
求
し
た
で
あ
ろ
う

こ
と
は
容
易
に
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
事
態
の
進
展
に
驚
い
た
国
家
が
開
元
年
間
に
な
っ
て
い
く
ら
「
貼
賃
」
「
質
」
の
禁
令
を
出

し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
何
ら
の
実
効
性
も
有
さ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
4
9
・
8
・
3
1
脱
稿

（
注
）（

1
）
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
契
約
文
面
の
違
約
罰
約
款
が
当
事
者
双
方
を
拘
束
し
あ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
地
代
が
前
払
い
で
あ
る
か
後
払
い
で
あ
る

　
　
か
、
契
約
署
名
者
の
表
記
が
「
地
主
型
」
か
「
麦
主
・
銭
主
型
」
か
、
な
ど
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
か
ら
分
析
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

　
　
の
問
題
は
ま
た
同
時
に
均
田
制
と
租
佃
制
と
の
関
係
を
ど
う
評
価
す
る
か
、
つ
ま
り
均
田
制
下
の
「
個
別
人
身
支
配
」
と
地
主
的
土
地
所
有
制
の

　
　
ど
ち
ら
を
よ
り
基
本
的
な
生
産
関
係
と
み
る
か
と
い
っ
た
、
中
国
に
お
け
る
土
地
私
有
・
国
有
論
争
の
評
価
と
も
か
か
わ
っ
て
く
る
。
な
お
仁
井



（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

田
陞
「
吐
魯
番
発
見
の
唐
代
取
引
法
関
係
文
書
」
（
『
中
国
法
制
史
研
究
魁
彌
館
』
所
収
）
、
「
吐
魯
番
発
見
の
高
昌
国
お
よ
び
唐
代
租
田
文
書
」
（
『
中

国
法
制
史
研
究
灘
昆
韻
縮
』
所
収
）
、
堀
敏
一
「
西
域
文
書
よ
り
み
た
唐
代
の
租
佃
制
」
（
『
明
治
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』
第
五
冊
）
、
池
田
温

「
中
国
古
代
の
租
佃
契
（
上
）
」
（
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
六
十
号
）
、
跡
込
人
「
対
唐
至
五
代
租
佃
契
約
経
済
内
容
的
分
析
」
（
『
歴
史
研

究
』
一
九
六
二
ー
六
）
等
を
参
照
さ
れ
た
し
。

　
図
版
二
四
頁
ノ
四
二
。

　
楊
大
智
租
佃
契
に
お
け
る
租
価
額
一
畝
あ
た
り
小
麦
一
石
六
斗
は
、
同
じ
西
州
下
の
他
の
租
価
額
と
比
べ
て
か
な
り
高
額
で
あ
る
。
例
え
ば
貞

観
十
七
趙
懐
満
租
佃
契
の
ば
あ
い
租
価
額
は
一
畝
に
つ
き
漢
斗
に
な
お
し
て
小
麦
約
七
斗
で
あ
り
、
ま
た
顕
慶
四
年
張
君
行
租
佃
契
の
ば
あ
い
は

六
斗
半
と
な
っ
て
い
る
。
池
田
温
、
右
書
、
五
八
頁
を
参
照
。
な
お
筆
者
は
旧
稿
（
「
中
田
土
地
所
有
法
史
序
説
」
（
『
比
較
法
学
』
九
巻
一
号
）

に
お
い
て
、
楊
大
智
の
租
価
額
を
畝
毎
に
四
餅
（
高
昌
国
斜
斗
と
考
え
て
）
と
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
な
誤
り
で
あ
り
、
本
文
の
如
く
訂

正
す
る
。

　
「
唐
代
の
客
戸
に
よ
る
逃
棄
田
の
保
有
」
（
『
一
橋
論
叢
』
第
五
十
三
巻
第
一
号
）
七
四
頁
。
な
お
「
逃
棄
田
」
と
い
う
用
語
は
中
川
氏
の
用
法

に
従
っ
た
。

　
大
谷
二
八
三
五
号
文
書
。
内
藤
乾
吉
『
中
国
法
制
史
考
証
』
二
二
五
頁
、
口
絵
。

　
仁
井
田
陞
「
西
域
発
見
の
唐
律
令
格
式
」
（
『
中
国
法
制
史
研
究
灘
馳
顯
網
』
所
収
）
二
八
七
頁
、
図
版
第
六
。

　
注
（
3
）
参
照
。

　
顕
慶
四
年
張
君
行
租
佃
契
。

　
「
均
田
制
と
租
庸
調
制
の
展
開
」
（
岩
波
講
座
『
世
界
歴
史
』
5
）
三
八
九
頁
。

　
唐
戸
婚
律
「
諸
里
正
不
覚
脱
漏
増
減
」
条
疏
議
。

吐
魯
番
発
見
唐
代
賃
貸
借
・
消
費
貸
借
文
書
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一



（
1
1
）

（
12
）

（
13
）

（
1
4
）

（
1
5
）

（
16
）

（
1
7
）

吐
魯
番
発
見
唐
代
賃
貸
借
・
消
費
貸
借
文
書
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二

　
同
、
「
諸
部
内
田
疇
荒
蕪
」
条
お
よ
び
「
諸
里
正
依
令
授
人
田
」
条
。

　
日
本
に
お
い
て
も
奈
良
時
代
に
口
分
田
を
質
物
と
し
て
借
銭
し
て
い
た
事
例
の
あ
る
こ
と
が
、
沢
田
吾
一
氏
の
『
奈
良
時
代
民
政
経
済
の
数
的

研
究
』
五
七
〇
頁
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
な
お
こ
れ
は
青
木
和
夫
氏
の
後
教
示
に
よ
る
。

　
㈹
、
録
文
七
四
頁
、
図
版
七
八
頁
ノ
三
。
⑧
、
録
文
七
四
頁
、
図
版
七
八
頁
ノ
四
。
◎
、
録
文
七
四
－
五
頁
、
図
版
八
O
頁
ノ
七
。
⑨
、
図
版

二
五
頁
ノ
四
五
。

　
「
庸
」
を
「
用
」
、
す
な
わ
ち
使
用
す
る
の
意
味
に
解
し
た
が
、
「
不
生
庸
」
を
本
文
の
如
く
訳
す
の
は
ど
う
も
不
自
然
の
感
が
す
る
。
大
方
の

御
教
示
を
あ
お
ぎ
た
い
。

　
池
田
温
氏
は
西
州
治
下
の
租
佃
契
を
分
析
さ
れ
た
さ
い
に
七
・
八
世
紀
を
境
に
「
地
主
型
」
か
ら
「
麦
主
・
銭
主
型
」
に
変
化
し
て
い
る
こ
と

を
指
摘
さ
れ
、
（
右
書
八
八
頁
）
そ
し
て
こ
の
「
麦
主
・
銭
主
型
」
の
ば
あ
い
は
「
小
作
料
を
現
金
で
支
払
っ
て
土
地
の
用
益
権
を
獲
得
す
る
も

の
で
、
麦
主
・
銭
主
の
方
が
経
済
的
優
位
に
あ
る
。
」
（
同
、
八
七
頁
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
「
麦
主
・
銭
主
」
と
い
う
用
語
は

通
常
の
消
費
貸
借
文
書
な
ど
で
貸
主
と
し
て
表
記
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
租
佃
契
H
賃
貸
貸
文
書
に
も
土
地
の
借
主
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て

き
て
い
る
こ
と
は
、
農
民
が
借
銭
す
る
さ
い
に
自
分
の
土
地
を
抵
当
と
し
て
銭
主
”
債
権
者
の
占
有
・
使
用
に
委
ね
た
、
つ
ま
り
形
式
的
に
は
賃

貸
借
契
約
の
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
経
済
的
な
効
果
か
ら
い
え
ば
不
動
産
の
占
有
質
（
消
却
質
）
と
変
わ
ら
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
で

き
る
（
拙
稿
「
中
国
土
地
所
有
法
史
序
説
」
、
『
比
較
法
学
』
第
九
巻
第
一
号
、
一
四
六
頁
）
。
右
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
こ

の
た
び
発
見
さ
れ
た
文
書
と
あ
わ
せ
て
、
均
田
制
施
行
下
、
西
州
で
は
一
貫
し
て
土
地
”
口
分
田
を
担
保
に
し
て
債
務
関
係
を
と
り
む
す
ぶ
こ
と

が
行
わ
れ
て
い
た
と
も
い
え
る
。

　
池
田
温
、
前
掲
論
文
三
四
－
五
頁
。

　
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
土
地
が
財
物
と
区
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
戸
婚
律
「
諸
妄
認
公
私
田
」
条
疏
議
に
「
地
既
不
離
常
処
、
理



（
18
）

（
19
）

（
2
0
）

（
2
1
）

（
2
2
）

与
財
物
有
殊
、
故
不
計
財
為
罪
、
」
と
あ
る
と
お
り
で
あ
る
。

　
『
日
本
捲
保
法
史
序
説
』
四
〇
頁
。

　
「
唐
令
と
日
本
令
と
の
比
較
研
究
」
（
『
法
制
史
論
集
』
第
一
巻
）
六
七
五
ー
六
頁
。

　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
む
　
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
ヤ
　
む

　
「
唯
唐
律
疏
議
中
に
引
用
せ
る
唐
令
の
み
は
、
之
を
永
徽
令
と
断
定
し
た
り
。
其
然
る
所
以
は
律
疏
の
撰
定
は
永
徽
四
年
に
し
て
、
永
徽
令
発

布
後
僅
か
に
二
年
の
後
な
れ
ば
な
り
」
（
右
書
、
六
四
七
頁
）
。

　
こ
の
「
貼
賃
」
に
つ
い
て
仁
井
田
氏
は
「
賃
貸
借
に
非
ざ
れ
ば
買
戻
条
件
付
売
買
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
」
（
『
唐
宋
法
律
文
書
の
研
究
』
三
三
二

頁
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。
も
し
「
貼
賃
」
を
賃
貸
借
の
意
味
に
と
る
と
す
る
と
、
唐
代
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
租
佃
制
”
小
作
制
一
般
が

禁
止
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
で
は
唐
雑
律
「
諸
於
他
人
地
内
得
宿
蔵
物
」
条
に
あ
る
、
官
－
借
得
人
i
作
人
、
あ
る
い
は
本
主
ー
借
者
ー
作

人
と
い
う
二
重
の
貸
借
関
係
を
も
予
定
し
た
規
定
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
り
、
不
自
然
で
あ
る
。

　
貞
観
十
四
年
八
月
に
高
昌
国
は
唐
帝
国
に
滅
ぼ
さ
れ
る
（
（
『
旧
唐
書
』
巻
三
太
宗
紀
下
）
が
唐
王
朝
は
征
服
す
る
や
直
ち
に
各
農
民
の
戸
口
数

お
よ
び
土
地
所
有
面
積
を
掌
握
す
べ
く
「
手
実
」
の
作
成
に
着
手
し
て
い
た
こ
と
が
「
貞
観
十
四
年
安
苦
晦
延
手
実
」
（
『
文
物
』
一
九
七
二
年
第

一
期
）
の
存
在
か
ら
知
ら
れ
る
。
ま
た
征
服
に
と
も
な
っ
て
う
み
出
さ
れ
た
官
田
を
「
旧
官
人
・
首
望
・
百
姓
」
に
分
給
す
る
さ
い
に
均
田
諸
規

定
が
参
照
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
（
『
文
館
詞
林
』
巻
六
六
四
貞
観
年
中
巡
撫
高
昌
詔
一
首
、
お
よ
び
『
新
唐
書
』
巻
二
太
宗
紀
貞
観
十
六
年
四
月
乙

丑
条
）
。
さ
ら
に
こ
の
た
び
の
『
文
物
』
に
お
い
て
も
永
徽
二
年
よ
り
数
年
前
の
も
の
と
思
わ
れ
る
授
田
簿
（
図
版
二
二
頁
ノ
三
三
）
お
よ
び
載

初
元
年
の
手
実
（
図
版
二
五
頁
ノ
四
六
）
が
発
見
・
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
均
田
制
が
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
強
力
な
傍
証
と
な
る
。
ち
な

み
に
そ
れ
ら
を
紹
介
し
て
お
く
。

高
昌
県
授
田
文
簿
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タ
じ

「
右
給
竹
筍
仁
充
口
分
／
康
申
海
住
移
戸
部
田
二
畝
／
一
段
二
畝
部
田
城
北
二
里
北
□
渠
東
渠
西
荒
南
道
／
右
給
張
充
≧
充
分
」
。

吐
魯
番
発
見
唐
代
賃
貸
借
・
消
費
貸
借
文
書
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三



　
　
吐
魯
番
発
見
唐
代
賃
貸
借
・
消
費
貸
借
文
書
に
っ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

　
　
載
初
元
年
高
昌
県
手
実
（
則
天
文
字
は
普
通
字
体
に
な
お
す
）

　
　
「
牒
件
通
當
戸
新
薔
口
井
田
地
畝
数
四
至
具
状
如
前
如
後
／
有
人
糺
告
隠
一
口
求
受
違
　
勅
之
罪
謹
牒
／
載
初
元
年
一
月
　
日
戸
主
大
女
張
？
別

　
　
戸
／
主
王
隆
海
年
伍
拾
壱
歳
篤
疾
／
弟
隆
住
年
難
拾
壱
歳
衛
士
／
右
件
人
見
存
籍
帳
／
隆
妻
雀
年
参
拾
伍
歳
／
右
件
妻
籍
後
嬰
為
妻
漏
附
」
。

（
23
）
　
「
唐
代
に
お
け
る
不
動
産
質
に
就
い
て
」
（
『
支
那
経
済
史
考
証
』
上
）
二
八
四
ー
五
頁
。
な
お
、
筆
者
は
旧
稿
（
注
（
3
）
）
に
お
い
て
、
均

　
　
田
制
施
行
下
、
不
動
産
質
は
一
律
に
禁
じ
ら
れ
て
い
た
も
の
と
し
て
論
を
す
す
め
て
い
た
が
、
本
論
の
ご
と
く
訂
正
す
る
。

〔
付
記
〕

　
　
　
脱
稿
後
、
本
論
で
と
り
あ
つ
か
っ
た
賃
貸
借
文
書
お
よ
び
消
費
貸
借
文
書
に
つ
い
て
池
田
温
氏
も
考
察
を
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。

　
　
こ
れ
に
よ
っ
て
本
論
で
犯
し
た
誤
り
や
不
分
明
な
点
も
明
確
に
是
正
さ
れ
る
こ
と
と
思
う
。


